
子

告

考

と
の
小
論
に
給
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
と
は
、

一
V

一
五
子
の
致
聞
に
見
え
る
骨
子
と
、
「
長
一
ナ
」
の
公
孟
篇
に
見
え
る
背
子
と
の

関
係
。

公
一
〉
常
心
儲
捕
に
見
え
る
治
生
不
審
と
台
一
ナ
と
の
関
係
。

〈一一芯
，骨
子
の
名
は
勝
で
あ
る
と
い
う
説
。

に
づ
い
て
の
三
点
で
あ
る
。

〈一

v

公
孫
丑
篤
と
背
子
篇
と
で
あ
げ
。

あ
宕
と
と
は
、

皆
子
米
『
一
世
田
知

Z
義
、
以
A

一
共
外
，F
V

之
也
ハ
公
孫
丑
上
〉

食
色
性
也
。
仁
内
也
。
非
v
外
也
。
義
外
也
。
非
v
内
也
。
〈
背
子
篇
)

よ
ク
て
も
、
て
爪
の
疑
も
な
い
。
越
設
に
よ
る
と
、
と
の
背
子
は

不
審
で
、
盤
国
ク
て
託
子
の
弟
子
と
し
て
教
を
受
け
、
儒
墨
の
遊
を

あ
る
。
朱
子
は
公
孫
丑
篇
に
、
「
皆
子
名
は
不
審
」
と
だ
け
註

の
公
設
篤
の
末
一
芳
犯
、
目
指
一
子
と
そ
の
弟
子
遠
と
が
、
告
子
に
ク

及
び
骨
子
が
政
記
就
い
て
菓
子
と
問
答
し
た
こ
と
が
記
さ

闘に
見
え
あ
，
背
子
の
関
係
に
ク
い
て
、
線
時
単
・
は
、

一出向
v
待
。
後
輿
三
一
政
子
一
問
答
者
、
内
晶
一
-
一
別
為
二
人
一
。

更
に
孫
諮
問
械
は
、
皆
子
篇
の
一越
註

裏

会長
Eコ

W
ハ
ド

白
以

〈引

越
氏
疑
亦
謄
桜
一
一
此
書
一
〈
1
〉
以
一
一
此
官
子
血
〈
-
v
彼
為
二
人
一
。
王
応
麟
洪
際
耀

説
皆
向
。
然
以
一
一
年
代
一
校
v
之
、
当
下
以
一
一
蘇
説
一
為
よ
v
是
。
〈
墨
子
関
誌
注
〉

と
述
パ
て
、
蘇
時
説
の
説
に
賛
成
し
て
い
る
。
越
岐
は
「
栄
治
儒
塁
之
道
者
」
と

だ
け
ニ
一
一
向
ク
て
、
治
譲
の
推
畳
一
の
よ
う
に
、
両
撃
の
告
一
ナ
を
同
一
人
で
あ
る
と
脅
え

た
か
否
か
は
明
か
で
な
い
。
か
く
て
前
撃
に
見
え
る
背
子
が
、
別
人
で
あ
る
か
否

か
が
、
問
題
と
た
づ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
の
問
題
を
解
決
す
る
為
に
、

'先
、
子
商
警
に
見
え
あ
告
予
の
思
想
に
つ
い
て
、

考
察
を
加
え
て
見
ょ
う
。

「
孟
子
」
に
見
え
る
合
子
が
、
杷
柳
や
瑞
水
の
駄
を
以
ク
て
、
孟
一
す
の
「
性
善

説
」
に
対
し
て
、
「
性
無
認
回
無
一
小
善
説
」
を
強
調
す
る
と
北
ハに
、
「
仁
内
義
外
」

の
説
を
唱
え
て
い
る
。
一
方
、
公
孟
篇
の
中
に
は
，
「
今
昔
子
一
言
一
一
仁
義
-
一
間
一
小
一
一
五
口

数
乙
‘
「
告
子
為
ν
仁
、
替
獄
一
一
一
段
以
為
三
長
:
:
:
」
と
、
台
子
を
批
判
し
た
愛
子

む
一
言
葉
い
が
あ
る
。
そ
と
で
は
直
接
「
仁
内
義
外
」
の
説
に
は
、
何
も
ふ
れ
て
な
い

け
れ
ど
も
、
両
害
と
も
、
告
一
ナ
が
仁
義
に
ク
い
て
、
深
い
関
心
を
持
タ
て
い
た
こ

と
は
、
察
知
で
き
よ
う
。
そ
の
上
、
「
孟
一
ナ
」
に
見
え
る
台
子
の
唱
え
た
「
仁
内

義
外
」
の
一
説
は
、
朝
霞
瀬
の
「
阻
害
考
異
」
や
、
{
木
朔
鳳
の
「
孟
子
越
注
補
正
」
に

も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
花
、
思
量
子
の
説
花
蕊
づ
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

即
ち
「
墨
子
」
の
「
経
下
笛
ど
に
は
、

仁
一義
之
為
一
一
内
外
一
也
、
説
京
一
一
作
試
一

と
あ
り
、
「
経
税
下
篇
」
に
も
、

仁
愛
也
。
義
利
也
。
愛
利
此
也

mv愛
所
ν
利
被
也
。

武
ハ
為
一
一
仁
内
議
外
一
也
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と
あ
る
。
と
れ
に
よ
づ
て
見
る
と
、
塁
手
・
墨
一
家
は
「
仁
内
義
外
」
の
説
を
、
主
張

し
て
い
た
と
と
は
明
白
で
あ
お
。
以
上
の
よ
ろ
に
、
「
一
花
子
」
に
見
え
る
告
子
と

公
平
凡
篇
の
告
子
と
は
、
思
想
的
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
同
一
人
で
あ
る
と
考
え

る
と
と
は
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
年
代
の
上
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
と
る
が
、
不
幸
に
し
て

告
子
の
生
卒
年
代
を
明
記
し
た
文
献
は
な
い
o
'
し
た
が
っ
て
‘
と
の
場
合
皐
一
寸
一
J

と

孟
子
と
の
年
代
か
ら
推
定
す
る
と
と
が
、
遁
当
た
方
法
で
あ
る
う
。
若
し
、
午
晶
子

と
義
子
と
が
、
殆
ん
ど
同
じ
時
代
に
生
存
し
た
と
す
れ
ば
、
両
書
の
告
子
を
同
一

人
で
あ
る
と
結
論
す
る
と
と
に
、
何
等
異
議
の
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
前
人
の
生
卒
年
代
に
は
、
相
当
の
照
り
が
あ
る
。
即
ち
孟
子
の
そ
れ
は

多
少
の
異
論
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
休
潟
の
烈
王
四
年
(
西
紀
前
三
七
二
年
)
に

生
れ
、
明
王
の
二
十
六
年
〈
沼
紀
前
二
八
九
年
)
に
死
ん
だ
と
と
に
な
っ
て
い

お
O

朗
読
子
の
生
卒
年
代
に
づ
い
て
は
、
古
来
安
説
が
な
い
。
史
記
の
「
孟
子
初
卿

列
侍
」
に
は
、
「
或
日
並
孔
子
時
」
、
「
或
日
在
共
後
」
と
あ
り
、
同
索
隊
に
よ

る
と
「
七
十
子
之
後
也
」
と
あ
る
。
更
に
近
代
人
の
考
証
に
よ
る
と
、
孫
話
譲
は

恭
一
一
援
前
後
一
約
陥
計
ド
之
、
愛
子
賞
下
興
-
一
子
忠
一
説
ヒ
レ
時
、
而
生
年
偽
在
一
一
英
後
一
。

〈
B
-
c
四
六
八
i

四
主
八

¥
B
-
c
一
三
八
六
i

一

工

科

六

)

¥

蛍
生
三
於
府
定
王
初
年
一
一

m
卒
一
一
於
安
王
之
季
一
。
品
一
一
A

八
九
十
歳
。

ハ
患
子
間
話
)

(
翠
子
年
表
二
〉

と
し
て
い
お
。
梁
砕
超
は
「
豊
子
年
代
考
」
に
、

用
部
一
子
生
一
於
周
定
主
初
年
一
。
約
常
-
一
孔
一
ナ
卒
後
十
余
年
-
。
最
中
一
一
ナ

(
B
・

c
一一一九
O
l一
一
一
八
二
)

卒
こ
於
周
安
正
中
葉
-
、
約
話
一
一
京
子
生
前
十
余
年
-
。
ヘ
古
史
弁
第
四
冊
〉

と
し
、
生
年
に
ク
い
て
は
前
者
と
同
一
で
あ
る
が
、
卒
年
は
m共
っ
て
い
る
、
胡
遁

は
「
中
国
哲
学
次
大
綱
」
に

嵐
山
一
子
大
概
位
十
化
下
一
間
敬
王
二
十
年
(
間
続
前
五

O
O
)
山
県
一
一
一
一
一
十
年
一
(
沼
組
前

四
九

O
〉
之
問
よ
。
抗
私
下
問
問
成
烈
ギ
一
元
年
(
部
制
前
回
二
瓦
〉
、
血
八二
十
年
一

ハ
.
西
紀
前
四
三
ハ
〉
之
問
よ
。

と
し
、
孫
・
梁
二
氏
の
説
と
比
較
す
る
と
、
相
当
の
喰
い
違
い
が
あ
る
o

と
れ
に

対
し
て
、
原
富
男
氏
は
そ
の
箸
「
諸
子
学
」
に
恥
布
い
て
は
、
大
体
孫
詰
誕
の
説
を

可
と
し
、
周
の
定
王
の
一
初
年
ハ
元
年
よ
り
十
年
に
至
る
関
〉
、
孔
一
ナ
の
死
後
十
余

年
に
生
れ
、
周
の
安
互
の
中
葉
十
二
年
よ
り
孟
子
の
生
前
約
十
余
年
に
卒
し
た
も

の
、
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
、
盟
主
子
の
生
卒
年
代
に
つ
い
て
は
、
各
家
の
説
に
差
異
が
あ
ク
て

確
説
は
な
い
け
れ
ど
も
、

開十年
子
の
死
後
一
五
子
が
生
れ
た
と
と
は
皆
一
致
し
て
い

旬。。
さ
て
、
塁
子
と
平
晶
子
の
生
卒
年
代
を
、
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
と
し
、
叉
両
警

の
告
子
が
、
思
想
的
花
見
て
同
一
人
で
あ
る
と
考
え
る
と
と
が
、
可
能
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
台
子
は
塁
一
一
ず
の
晩
年
か
ら
、
一
王
子
の
中
年
頃
ま
で
、
生
存
し
て
い
、
た
、

と
推
定
す
右
と
と
は
、
誤
り
で
あ
ろ
-
っ
か
。
然
る
に
話
一
議
が
年
代
の
上
か
ら
加
入

で
あ
る
、
と
し
た
の
は
何
故
か
。
と
れ
ば
恐
ら
く
、
越
注
の
ご
と
く
、
告
一
寸
を
孟

子
の
門
人
で
あ
り
、
京
子
よ
り
年
少
で
あ
る
と
考
え
た
結
某
で
は
な
か
ろ
う
か
。

初
照
の
「
緯
燈
約
回
目
」
陀
も
、
告
一
ナ
は
孟
子
の
弟
子
で
治
る
と
し
て
い
る
が
、
一

体
告
子
が
孟
一
ナ
の
弟
子
で
あ
ク
た
か
は
疑
問
で
め
る
o

「
↓
五
子
」
の
本
文
に
は
、

と
の
事
を
決
定
づ
け
る
も
の
を
見
出
す
と
と
は
困
難
で
あ
る
。
の
み
た
ら
み
y

「一五

子
」
を
冷
静
に
読
め
ば
、「五一
寸
の
弟
子
で
あ
る
と
と
の
明
際
な
公
孫
丑
ゃ
、
万
輩

な
ど
が
、
孟
子
と
問
答
し
て
い
る
文
に
は
、
「
公
孫
丑
問
日
」
、
「
万
章
問
臼
」

と
あ
づ
て
、
切
か
に
疑
問
を
溌
し
て
、
京
子
の
教
を
受
目
け
て
い
る
様
子
が
、
看
取

さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
告
子
第
の
告
子
と
孟
子
と
の
問
答
花
は
、
か
か
る
点
は
始
ど

見
川
さ
れ
な
い
し
、
却
ク
て
京
子
が
告
子
の
性
説
を
説
破
せ
ん
と
し
て
、
組
徐
の

一
古
川
諜
左
借
り
て
言
え
ば
、
「
説
一
掃
を
弄
し
て
い
る
」
、
と
思
わ
れ
る
加
が
た
い

で

も
な
い
。
そ
の
上
、
公
孫
丑
と
…
十
晶
子
と
の
問
答
に
は
「
告
子
先
ν
我
一
小
ν
動
ν
心」

と
一
宮
い
、
叉
「
告
子
問
、
不
ν
得
{
一
於
言
一
、
勿
ν
求一一於
λ

り
こ
な
ど
と
、
告
一
ナ
や
告

子
の
苦
肉
を
引
合
に
出
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
台
子
は
越
岐
の
よ
う
に
、
京
子

句
弟
子
で
あ
ク
た
と
見
る
よ
り
も
、
当
時
慨
に
一
家
の
見
識
を
共
有
し
て
、
相
当

一(30)ー



世
間
に
名
の
知
ら
れ
た
、
提
出
子
学
汲
の
一
人
で
る
り
、
そ
し
て
楊
朱
・
墨
餐
を
、

「父
ν
無
」
「
無
ν
君
」
ず
お
も
の
と
し
て
、
排
磐
し
た
一
千
晶
子
が
、
有
力
拡
一
論
敵

と
考
え
た
人
物
で
あ
づ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
よ
ろ
な
点
か
ら
、
関
若
凶
怖
が

越
設
の
「
誉
学
二
於
~
ヤ
晶
子
円
:
:
:
能
執
ニ
弟
子
関
こ
一
式
去
と
あ
る
の
を
、
総
説
と
し

て
否
定
し
た
と
と
は
、
正
し
い
と
思
ち
。
叉
、
か
り
に
一
歩
を
譲
ク
て
、
告
'
一
す
が

設
予
の
弟
子
で
あ
づ
た
と
し
て
も
、
告
子
が
設
子
よ
り
年
少
で
、
旦
ク
恩
出
子
の
時

代
に
全
存
し
て
な
ら
や
、
し
た
が
っ

J

て
墨
子
と
問
答
し
た
台
子
と
は
別
人
で
あ
る

と
断
定
す
お
と
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
弟
子
は
蹄
よ
り
心
宇
年
少

決
ク
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
ο

，
義
子
の
門
人
が
「
諮
問
棄
ド
之
」
と
品
一
一
口
づ
て
皆

づ
い
て
皆
予
を
識
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
餐

た
法
金
一
小
警
は
、
超
一
誌
に
よ

あ
る
。
公
孫
丑
・
昔
子
篇
等

「
姓
は
昔
、
ノ
名
は
不
審
」
で
あ
る
。
こ
の
浩

三
越
妓
は
何
も
述
べ
て
は
い
な
い
ο

然
る

山
人
で
あ
る
の
か
、
叉
告
子
の
姓
は
昔
、
名

脅
か
、
に
づ
い
て
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。

い
て
、

と
し
て
、
告
子
と
治
生
一
小
容
は
同
一
人
物
で
あ
る
、
と
考
え
た
と
し
℃
い
る
が
、

と
れ
ば
疑
問
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
浩
生
不
審
の
誌
に
は
、
「
済
人
也
」
と

そ
の
生
留
を
挙
げ
て
あ
る
が
、
告
一
小
出
一
一
向
の
註
に
は
、
そ
れ
が
な
い
。
叉
同
一
人
と

考
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
告
一
ナ
篤
と
尽
心
篇
の
ニ
ケ
所
に
、
わ
ざ
/
¥
註
を
加
え
る

必
要
が
な
い
点
、
な
ど
か
ら
、
越
肢
は
別
人
と
考
え
た
の
で
あ
る
う
と
、
私
に
は
思

わ
れ
る
。
翻
若
竣
も
、
そ
の
著
「
図
書
釈
地
叉
続
に
沿
い
て
、
こ
の
二
人
は
明

か
に
別
人
で
あ
る
と
し
更
に
越
・
朱
二
家
が
告
子
第
や
公
孫
丑
篇
の
告
一
ナ
の
名
を

不
筈
と
す
る
の
は
誤
で
あ
る
、
と
一
一
一
一
向
づ
て
い
る
。
若
し
浩
生
不
等
と
告
子
と
の
間

に
、
思
想
的
に
一
致
点
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
孫
爽
の
告
は
姓
、
不
筈
は
名
、

治
生
は
、
宇
で
あ
る
と
い
う
一
説
は
、
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
治
生
不
出
一
一
向
の
そ

れ
は
尽
心
篇
の
僅
か
一
章
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
だ
け
の
資
料

を
以
て
、
そ
の
是
非
を
決
定
す
る
と
と
は
、
極
め
て
国
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
と

の
場
合
、
若
竣
の
よ
ろ
に
、
加
入
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
穏
当
で
あ
る
う
。
但

し
若
竣
が
越
・
朱
二
家
が
合
一
ナ
の
名
を
不
審
と
し
た
の
は
、
浩
生
一
小
警
の
名
を
誤

っ
て
注
し
た
と
す
あ
の
は
、
早
計
で
は
な
か
る
ろ
か
。
何
故
な
ら
ば
、
台
子
の
名

が
一
小
筈
で
な
か
ク
た
と
す
る
何
等
の
反
誌
も
な
く
、
叉
(
一
一
一
)
で
考
え
る
よ
う
に

岩
子
の
名
が
「
勝
」
で
あ
づ
た
と
断
一
一
定
す
る
と
と
も
不
可
能
で
あ
る
し
、
世
に
は

異
名
同
名
の
人
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

(一一一〉

台
子
の
名
が
勝
で
あ
る
、
と
い
う
説
は
、
公
章
第
の
「
告
子
勝
為
仁
」
の
匂
を

蘇
時
学
が
、

勝
為
仁
者
.
一
一
一
一
同
一
一
一
仁
能
勝
二
共
任
戸
也
。
或
以
ν
勝
為
日
比
一
口
子
名
制
。
宋
ν
知
-
一
共
然
否
一

〈
引
自
由
一
子
関
話
〉

と
)
諒
し
た
の
に
、
由
来
し
て
い
る
G

と
の
場
合
、
「
勝
」
を
間
有
名
詞
と
し
て
、

普
子
の
名
と
見
る
か
、
或
は
動
部
と
見
恐
か
、
に
よ
づ
て
、
ニ
ク
の
見
解
が
成
立

す
る
。
そ
し
て
こ
の
何
は
、
、
ど
ち
ら
に
解
釈
し
て
も
、
意
味
は
通
じ
る
の
で
あ
づ

蘇
持
学
も
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
、
断
定
し
て
い
な
い
。



孫
諮
一
設
は
、
蘇
時
学
が
「
勝
」
を
骨
子
の
名
と
し
た
「
戎
説
」
は
、
文
還
の
註

に
木
づ
い
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
隊
孔
障
の
「
為
ニ
前
回
洪
-
輿
-
一
銭

寸
〈
帝
日
書
」
〈
文
選
第
四
十
一
巻
)
に

開
閉
ν
入
-
一
治
部
J

仰
ニ
司
馬
楊
王
之
遺
風
二
有
-
一
子
勝
袈
然
之
志
-
。

の
す
〈
が
あ
づ
て
、
そ
の
下
の
一
千
百
に
、
十
位
'警
が

二
三
子
復
z

於
子
回
目
子
-
向
、
告
子
勝
v
仁
。
〈
2
〉
子
脱
出
子
、日
米
v
然
也
。
告
子

為
ν
仁
猶
-
-
敗
以
為
v
長
、
僅
以
為
予
・
広
。
不
ν
可
v
久
也
。

を
引
い
て
い
る
。
苓
警
が
「
子
勝
袈
然
之
・
志
」
、
の
誌
に
、
何
の
為
に
右
の
公
一
五
倍
加

の
文
を
引
い
た
の
か
、
そ
の
意
図
が
明
僚
で
な
い
。
勿
論
、
前

K
掲
げ
た
文
還
の

木
サ
〈
の
前
に
は
、
感
…
子
と
公
総
般
の
有
名
な
攻
防
の
話
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、

と
と
の
註
に
告
子
を
恭
子
が
批
評
し
た
文
を
引
く
必
要
は
な
い
と
、
思
わ
れ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
ホ
チ
周
紛
が

我
遊
間
ド
入
-
一
説
部
一
、
乃
仰
ミ
司
馬
長
郷
、
揚
雄
主
袈
之
遺
風
一
也
。
将
ド
述
'一文

辞
一
也
。
子
務
獄
ι

小
子
一
c

と
、
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
が
、
前
後
の
関
係
か
ら
考
え
て
、
「
子
勝
裳
然

之
一
志
」
の
誌
と
し
て
は
@
穏
当
で
あ
る
。
〈
但
し
子
勝
を
小
子
と
解
す
右
と
と
の

可
否
は
論
外
と
し
て
。
〉

講
義
が

「子
勝
云
云
」
の
伺
と
、
公
一
正
篇
の
北
川
一
ふ
J

の
言
と
を
、
関
係
さ
せ
た
の

漢
文
法
の
研
究
方
法
に
つ

い
て

一
、
木
稲
作
製
の
意
図

私
は
か
ね
て
、
従
来
の
漢
文
法
(
木
稿
で
は
特
に
文
語
文
法
を
さ
す
〉
の
研
究

訟
に
対
し
て
、
穆
々
の
疑
問
を
抱
い
て
来
た
が
、
最
近
と
れ
に
関
す
る
一
つ
の
方

繁
と
し
て
「
主
体
論
的
方
法
と
続
法
論
的
方
法
」
在
考
え
、
と
れ
を
先
守
限
定
さ

で
あ
れ
ば
、
蘇
時
学
の
よ
ろ
に
、
子
勝
の
「
勝
」
を
告
子
の
名
と
考
え
た
、
と
推

量
す
る
土
り
外
は
た
い
。
と
の
場
合
に
も
、一
ナ
勝
の
「
一
ナ

」
は
、
E
-つ
解
す
る
か

の
問
題
は
残
る
に
し
て
志
。

若
し
文
選
の
木
文
が
、
「
告
子
勝
斐
然
之
志
」
と
あ
れ
'
ば
、
勝
を
非
同
一
ナ
の
名
と

見
る
こ
と
が
出
来
、
叉
、
関
若
磁
の
四
書
釈
地
叉
続
巳
引
か
れ
て
あ
る
、
「
或
説

剖一m-
一
台
子
名
一
小
山
一
宮
字
子
勝
こ

(
3
)
と
あ
る
よ
ろ
に
、
「
子
勝
」
を
告
子
の
字
と
見

る
こ
と
も
出
来
る
c

そ
し
て
、
李
善
が
公
一
政
篤
の
文
を
引
用
し
た
張
図
も
明
か
で

あ
る
。
然
し
、
文
惑
の
本
文
刊
か
そ
う
で
な
い
以
上
、
公
一
次
篤
と
、
「
一
ナ
勝
義
然
之

志
」
の
文
選
と
の
結
び
つ
け
ば
、
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

に
よ
ク
て
、
ム
口
子
の
名
を
「
勝
」
と
し
、
叉
字
を
「
一
ナ
際
」
と
す
る
戎
説
の
是
非

を
、
判
断
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
c

，

補

註ハ
L
)

此
警
H
愚
一
子
会
主
篇

ハ
2
)

墨
子
会
一
軍
篇
に
は
「
宕
千
勝
為
仁
」
と
あ
り
、
李
善
註
に
は
「
為
」
の
一
年
、
は
な

、hv

ハ
3
)

墨
子
関
に
孫
話
設
は
こ
の
「
市
説
一
式
一
式
」
を
四
諮
問
釈
地
又
続
に
引
く
と
し
て
あ
る

が
、
私
の
見
太
白
一
一
一
情
説
解
木
の
間
警
に
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

一(32)ー

よド

徳

ヨた

烏

れ
た
純
糠
の
対
象
に
づ
い
て
実
施
す
る
と
と
の
必
妥
性
を
提
案
し
た
。
作
昭
和
二

十
七
年
六
月

A

本
学
会
に
沿
い
て
「
漢
文
法
の
規
定
例
と
刊
断
伺
に
ク
い
て
」
と

題
し
て
述
べ
た
と
と
も
、
同
年
八
月
、

中

間

話
学
研
究
'
会
(
東
京
支
部
例
会
)

花
沿
い

τ
「
漢
文
法
研
安
方
法
試
論
」
と

γ

慰
し
て
述
べ
党
と
と
も
、
又
、
「
漢
文
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